
お送りします。今まで使用していた受給
者証は、8月1日㈪以降に保険課（市役所
1階9番窓口）に設置する回収箱または市
政窓口に返却するか、細かく切るなど個
人情報に注意して破棄してください。なお、
新しい受給者証の有効期限は、来年の
7月31日（年度の途中で75歳になる方は
誕生日の前日）です。
◆自己負担割合の判定基準
　同一世帯の70～74歳の被保険者のう
ち、住民税課税所得が最も高い方の金
額が145万円未満の世帯は2割、145万
円以上の世帯は3割です。
◆次のいずれかの条件に該当する場合
は2割になります
◇70歳以上の被保険者がいる世帯で、
70～74歳の被保険者の総所得金額など
から基礎控除額43万円を差し引いた額
の合計が210万円以下
◇同一世帯の70～74歳の被保険者全員
の収入合計が520万円未満
◇世帯内の70～74歳の被保険者が1人

の場合は収入金額が383万円未満。た
だし、同一世帯内に後期高齢者医療制
度の旧国保被保険者がいる場合は収入
合計が520万円未満
同課☎29-9216

ジェネリック医薬品（後発医薬品）
利用差額通知書を送付します
　国保の対象者に7月下旬に送付します。
令和4年4月に薬の処方を受けており、

ジェネリック医薬品へ切り替えることで
自己負担額が100円以上軽減できる見
込みのある方
※現在、一部医薬品が入手困難になっ
ています。今回の通知に対象医薬品が
含まれていた場合は、供給が回復した
際の参考としてください。
保険課☎29-9215

8月1日㈪は国民健康保険税、 
後期高齢者医療保険料 

（第1期）の納期です
◆納付は便利な口座振替で
納税通知書、通帳またはキャッシュカー

ド、口座届出印を納税課（市役所2階25
番窓口）、市政窓口、指定金融機関へ
同課☎29-9218（口座振替）・☎29-

9210（納税相談）
※勤務先の健康保険に加入した場合は、
保険課または市政窓口で国民健康保険
の脱退手続きが必要です。
8月は国民健康保険 

「高齢受給者証」の更新月です
　70～74歳の国民健康保険加入者に交
付している国民健康保険高齢受給者証は、
毎年8月1日に自己負担割合の見直しを
行います。新しい受給者証は7月下旬に

令和5年度小学校入学児対象　 
就学時健康診断
　対象児童の保護者に、10月上旬まで
に「就学時健康診断通知書」を送付しま
す。保護者同伴のうえ、指定校で必ず
受診してください。
5年度に小学校に入学するお子さん（平

成28年4月2日～29年4月1日生まれ）
室内履き、下足入れ、筆記用具、ハ

ンカチ（視力検査用）、母子健康手帳、
就学時健康診断票（必要事項を記入）
学務課☎29-9815

※自家用車での来場はご遠慮ください。
※私立・国立を受験する方も受診可。
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　住宅のバリアフリー改修や省エネ改修、認定長期優良住宅を新築した場合
に、固定資産税が減額される場合があります。
①バリアフリー改修を行った場合
◆対象家屋　新築から10年以上が経過し、居住部分の割合が家屋全体の2分
の1以上で、改修後の床面積が50～280㎡の住宅（賃貸住宅は除く）のうち、
65歳以上の方、要介護または要支援の認定を受けている方、障がいのある
方が居住する住宅
◆対象となる改修　令和6年3月31日までに行った法令で定めるバリアフ
リー工事で、工事費用から給付金などを差し引いた金額が50万円超の改修
◆減額される税額　工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1（居住部分
で1戸当たり100㎡相当分まで）

②省エネ改修を行った場合
◆対象家屋　平成26年4月1日以前から所在し、居住部分の割合が家屋全体
の2分の1以上で、改修後の床面積が50～280㎡の住宅（賃貸住宅は除く）
◆対象となる改修　令和6年3月31日までに行った、現行の省エネ基準に適
合する60万円超の改修工事（窓の断熱工事は必須）
※詳細は市ホームページをご覧ください。
◆減額される税額　工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1（認定長期
優良住宅は3分の2。いずれも居住部分で1戸当たり120㎡相当分まで）

③認定長期優良住宅を新築した場合
◆対象家屋　令和6年3月31日までに新築した認定長期優良住宅のうち、居
住部分の床面積が1戸当たり50㎡（1戸建て以外の貸家は40㎡）～280㎡で、
家屋全体の床面積の2分の1以上の住宅
◆減額される税額　新築の翌年度から5年間（3階建て以上の中高層耐火建築
物は7年間）、固定資産税の2分の1（居住部分で1戸当たり120㎡相当分まで）

①②は工事完了日から原則3カ月以内に、③は新築した翌年の1月31日ま
でに、申告書（市ホームページまたは同課＜市役所2階28番窓口＞で入手）と
必要書類を同課へ

住宅の改修・新築に伴う
固定資産税の減額制度

資産税課☎0422-29-9199

　保健師などの専門職が妊娠中の気持ちや体の相談に応じたり、市の子育て
サービスをご案内します。面接を受けた方には、こども商品券1万円分を差
し上げます。
平日午前9時～午後4時（1人30分～1時間程度）　
妊娠中の方　 総合保健センター　 母子健康手帳、子育てガイド

すべての妊婦さんを対象に
「ゆりかご面接」を行っています

健康推進課☎0422-46-3254へ

　積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃した方で、すでに自費で
接種を受けた方を対象に、市が定める額を上限に接種費用を助成します。
◆対象者
　次の①～④すべてに該当する方
①令和4年4月1日時点で三鷹市に住民登録がある
②平成9年4月2日～17年4月1日に生まれた女性
③�16歳になる年度（高校1年生）の年度末までにHPVワクチンの3回接種を完
了しなかった
④�17歳になる年度（高校2年生）以降、令和4年3月31日までに全額自己負担で
2価ワクチン（サーバリックス）または4価ワクチン（ガーダシル）の予防接種
を受けた
※�9価ワクチンの接種、緊急促進事業（平成22年度～24年度に全国の市区町
村で実施）で接種した際に一部を自己負担した費用は対象外です。
※�令和4年4月1日時点で市に住民登録がない方は、住民登録のあった市区町
村に申請してください。
◆申請方法
　令和7年3月31日（必着）までに直接、または郵送で下記書類を「〒181-0004
新川6-37-1健康推進課」へ提出してください。
①申請書兼請求書（市ホームページで入手）
②本人確認書類の写し
③�振込先口座が分かるものの写し
④接種記録が分かる書類（母子健康手帳など）の写し
⑤接種費用の支払いを証明する書類（領収書など）の原本
※詳しくは市ホームページ（右記二次元コード）をご確認ください。

子宮頸がん予防接種（HPVワクチン）を 
自費で受けた方への費用助成（償還払い）

健康推進課（元気創造プラザ2階）☎0422-24-8050

14広報みたか　No.1719　2022.7.17※はがき・ファクス・電子メールによる申込は15面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載している催しなどを延期・中止する場合があります。事前に市ホームページまたは各記事の でご確認ください。


